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静岡県における工事・委託業務の
品質確保の取組みについて

1.　はじめに

平成 29 年度も後半になってから判明した自動
車産業界における無資格者による不正検査の実施
に続いて，鉄鋼業界においても，わが国を代表す
る企業による品質データのねつ造が発覚し，大き
な社会問題となっています。問題は拡大の様相を
呈しており（平成 29 年 12 月時点），公共工事へ
の影響が懸念されています。
また，近年，本県では，会計検査において県の
監督・検査が不十分との指摘を受ける事例が発生
しています。
このような状況の中，公共工事の品質を確保す
るため，工事における適切な検査及び公正な評価
に基づく成績評定の実施とともに，公共工事に関
する調査・設計の品質確保は，極めて重要になっ
ています。
本稿では，静岡県交通基盤部における公共工事
の品質確保の取組みとして，検査関係業務につい
ての現状と取組み状況を紹介します。

2.　静岡県の現状と課題

⑴　品確法に基づく検査及び評定に関する要綱等
の標準化
改正品確法に基づく基本的な方針の改正におい
て，工事成績評定を適切に行うため，評定項目及
び評価方法の標準化については「努める」から「進
める」と改められ，調査・設計についても「国と
地方公共団体との連携により，特性を考慮した評
定項目及び評価方法の標準化を進める」ことが盛
り込まれました。
しかし，本県では工事検査要領が昭和 60 年，
委託業務検査要領が平成 18 年，工事成績評定要
領が平成 23 年，委託業務成績評定要領が平成 18
年以降，全体的な見直しが行われていない状況に
ありました。そのため，検査関係業務全般の見直
しを図る中で，国の要領，県建設工事執行規則等
との不整合の解消及び標準化が課題となっていま
した。

⑵　会計検査による，設計・検査・施工の不備の
指摘
近年の会計検査では，施工不良や設計ミスによ
る受注者の責任だけではなく，設計・施工段階に
おける県の監督・検査が不十分との指摘を受ける
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事例が続いていることから，適切な検査の実施が
求められています。

⑶　説明請求及び評定変更事案の増加（工事及び
委託業務）
平成 24 年度以降，評定説明請求が 10 件，それ
に伴い評定変更した事案が 4件に上り，近年増加
傾向となっています。検査担当職員の技術力向上
と適正な評定の実施が求められています。

⑷　国交省評定点との違い
本県の工事及び委託業務の評定点の平均は，概
ね 79 〜 80 点程度となっており，国の平均評定点
より高い状況であると思われます。国要領との標
準化による的確・公正な評定の実施が課題となっ
ています。

⑸　工事監理連絡会の中での設計指摘事項の増加
工事着手前に受注者，設計コンサルタント，発
注者が参加して設計図と現場の整合性の確認及び
設計意図の伝達等を行う工事監理連絡会におい
て，近年，設計に対する指摘が増加傾向にあるこ
とから，的確な照査の実施が課題となっています。

3.　品質確保の取組み

⑴　検査要領，成績評定要領等の改正
工事及び委託業務の検査要領及び成績評定要領
等については，検査関係業務全般の見直しの一環
として，平成 28 年 4 月に改正したところです。
工事検査要領については，建設工事執行規則と
の整合，品確法で位置付けられた「技術検査」の
位置付けの追加等，工事成績評定要領について
は，土木と建築の要領の統合，対象工事金額及び
評定項目の標準化等，委託業務検査要領について
は，工事検査要領等の内容や記述との整合と文章
表現の整理・修正等を行いました。
また，委託業務等成績評定要領については，平
成 28 年度に続き平成 29 年 4 月の改正により，国

要領とのさらなる標準化を図りました。
従来の要領では，採点表が「測量調査業務」及
び「設計業務」の 2つとなっていました。そのた
め，設計業務の採点表を使っていた「調査・計画
業務」，「点検業務」等では，該当しない評価項目
及び評価細目があり結果的に評定が抑えられてし
まうケースがある，また，評定者間で対象業務の
採点表の適用について差が生じる，等の問題点が
ありました。
平成 29 年度の改正では，採点表を 2区分から
下記の 5区分に，また，評価細目を 2細目から概
ね 4細目にしたことから，より的確な評定並びに
建設コンサルタント等の適正な選定に役立つもの
と考えています。
【採点表】
①　測量調査業務
②　調査・計画業務（新設）
③　設計業務
④　点検・維持管理等業務（新設）
⑤　積算関係業務（新設）

⑵　検査技術基準の改正と充実
工事検査要領の全面改正に伴い，併せて建設工
事検査基準の改正を行いました。土木，農林土
木，建築・設備に分かれていた検査技術基準の統
合の他，工事実施状況の検査留意事項について，
工事成績の採点項目及び施工プロセスのチェック
リストの確認項目と整合を図る，また，施工計画
書記載内容についての検査留意事項を追加する等
の充実を図り，より適切な検査の実施に資する内
容となっています。

⑶　検査技術力の向上
①　新任検査員研修
新任の検査監及び建設工事の検査員として従事
する職員並びに市町の検査担当職員を対象とし
て，年度初めに新任検査員研修を実施しています
（写真－ 1）。
平成 29 年度は，県職員 25 名，市町職員 21
名，計 46 名の受講者に対して，2 日間の日程で
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行いました。
工事検査の目的，種類，流れから始まって，検
査員の心得，実施方法等の基本的内容に加え，検
査におけるポイント，留意事項，成績評定につい
ての座学の後，現場において，書類検査（施工計
画書），出来形検測，安全管理関係のチェック方
法について，ベテラン検査監の指導を受けます。
翌日から役に立つ実践的な内容の研修となってい
ます。

②　評定結果のチェック
本庁検査においては，検査終了後作成した復命
書，検査記録，成績評定結果について，当該工事
に関係しない検査監のチェックを必ず受けること
としています。これにより，的確・公正な検査の
実施と評定者による評価のばらつき抑制を図って
います。
③　検査監会議
年 2回，本庁及び出先事務所検査担当職員によ
る会議を開催し，検査業務に係る情報の共有と検
査に関する技術力向上に努めています。

⑷　評価基準参考資料の作成
平成 29 年度の委託業務等成績評定要領の改正
により，評価細目を 2から 4に増加したため，各
評定者の理解の差が，評定点に大きく影響するこ
とが懸念されていました。そこで，評定者による
評価のばらつきを抑えるため，評価細目毎の基準
に関する参考資料を併せて作成しました。
評定細目に関する各監督員の共通理解を深める

ことで，評価方法の標準化及び一層の的確かつ公
正な評定につながるものと期待しているところで
あり，工事成績評定要領においても同様の資料作
成を計画しているところです。

⑸　設計業務照査に関する研修の実施
採用 3年目の県土木，農業土木技術職員及び市
町技術職員を対象として，設計業務照査について
研修を行っています。平成 29 年度は合計 63 名の
受講者に対して，設計照査要領に基づき，照査の
流れ，発注者の確認方法について説明するととも
に，会計検査報告を基に設計ミスの事例について
解説しています。

4.　その他の取組み

⑴　静岡県優良業務委託表彰
本県では，優良工事表彰に続き，優良業務委託
表彰の実施については，業界関係者からの要望を
受け，平成 23 年度から検討を始めました。そし
て，平成 26 年の品確法改正を契機として，制度
創設への気運が高まる中，平成 28 年度の試行を
経て，平成 29 年度から本格実施の運びとなりま
した。
業務成果の品質を確保するには，受注者の取組
み姿勢，技術力に期待するところが大きく，優れ
た成果物を得るためには優れた受注者に委託する
こと，並びに受発注者ともに優れた成果物を学
び，業務に活かすことが得策であるとの考えか
ら，優良業務委託表彰を開始したところです。
①　目　的
建設コンサルタント等の健全な育成と公共工事
に関する調査及び設計の品質確保を図るため，優
れた業務を履行した受注者を表彰します。
②　対　象
前年度に完了した業務委託のうち，「静岡県委
託業務等成績評定要領」により成績評定された業
務（当初業務委託料 100 万円以上）を対象として
います。

写真－ 1　模擬中間検査（書類検査）の様子
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③　部　門
1）　測量・用地調査等業務部門
2）　地質・土質調査業務部門
3）　設計業務部門
4）　調査・点検等業務部門
5）　農業農村整備等業務部門
上記の 5部門について，発注機関の長が表彰し
ます。
④　選考方法
選考基準を満足し，本庁課長及び事務所優良業
務委託表彰選考委員会の審議を経て所長が推薦し
た被表彰候補者の中から，交通基盤部委員会にお
いて選考します。
⑤　選考基準（主なもの）
・成績評定点が県全体の評定点上位 1/20 以内
・被表彰候補者が対象年度内に完了させた全ての
業務について，県全体の成績評定点下位順位
1/100 以下がないこと。
・特に困難な条件を克服し完遂した，事業の遂行
に著しく貢献した等，他の模範となるもの。
⑥　取消規定の制定
工事表彰とは違い，表彰を受けた業務委託の成
果物に関し，後日重大な瑕疵が明らかになった場
合，又はその他表彰にふさわしくない行為が明ら
かになった場合の取り消し規定を設けています。
⑦　表彰実績

平成 28 年度 平成 29 年度
所長表彰 24 24

※平成 29 年度は，対象 1,526 件，受賞者の割合 1.6%

⑧　受賞者等の入札等におけるインセンティブ付
与
平成 30 年度からの実施を目指して検討してい
ます。
⑨　表彰式
各出先事務所合同による表彰式は，平成 28 年
度，29 年度とも 11 月初旬に業界及び行政関係者
約 300 名の出席を得て開催しました（写真－ 2）。
平成 29 年度は，第 1部表彰式に続く第 2部技術
講習会として，県広報アドバイザーによる SNS
等を活用した担い手確保と組織内コミュニケーシ

ョンの事例及び県内研究者によるRC床版の微破
壊調査手法に関する講演，並びに優良業務事例発
表 2件を行いました。毎年，各事務所でコンスタ
ントに上位の評価を受けるとともに，平成 29 年
度は複数受賞した建設コンサルタントが，優れた
品質を確保するための取組み内容について発表し
ました（写真－ 3）。
開催場所については，優良建設工事表彰を，こ
れまで県庁所在地である静岡市内で開催し，参加
者が固定化している状況であったことから，各地
域の受発注者の若手技術者が参加しやすい環境を
整えるため，県西部，東部，中部地域の持ち回り
開催としました。各地域の技術者が優良事例に触
れる機会が増えますので，技術力が向上するもの
と期待しています。
また，事例発表以外の受賞業務の内容及び受賞
理由を紹介するため，全受賞業務についての紹介
資料を配布しました。これについては県ホームペ
ージにも掲載しています。
他に，受賞者の栄誉を讃えるため，関係技術者
及び契約担当者が名刺や名札に印刷して使用でき
る「優マーク」を作成しました。これは大変好評

写真－ 2　H29受賞者等集合写真

写真－ 3　技術講習会の様子
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で，全ての受賞者が活用しています（図－ 1）。
後日，受賞者に対して行ったアンケート結果で
は，受賞が大変励みとなり，会社のモチベーショ
ンアップにつながるといった多くの意見ととも
に，受賞者に対する入札等におけるインセンティ
ブ付与の実施について要望が寄せられました。業
界関係者の優良業務表彰への期待の大きさが感じ
られ，表彰制度が成果物の品質確保に大きく貢献
していくものと期待しています。

⑵　静岡県優良建設工事表彰
本県では，優良建設工事表彰を，優れた成績で
工事を完成させた主任技術者等を出先の所属長が
表彰する制度として平成元年度から始めました。
平成 15 年度には，対象を工事又は技術者とし，
表彰部門を現行の 4部門に拡大するとともに，部
長表彰制度を追加しています。その後，組織改編
に伴う対象工事の追加等の制度改正を経て，現在
に至っています。
①　目　的
建設技術の向上と適正な施工を推進し，併せて
建設業の健全な育成・発展を図るため，卓越した
技術等に基づき，優れた成績を修めた工事又は技
術者を表彰します。
②　対　象
前年度に完成した工事で，「静岡県建設工事成
績評定要領」で評定された工事（当初契約金額
500 万円以上）又は技術者を対象としています。
ただし，低入札工事は対象外です。
③　部　門
1）　優良工事：工事成績が優秀で他の模範とな
る工事

2）　優良技術者：工事成績が優秀で他の模範と

なる技術者
3）　安全工事：工事成績が優秀で特に安全管理
に優れ他の模範となる工事
4）　地域貢献：工事成績が優秀で特に地域貢献
等で顕著な功績をあげた工事
上記の 4部門に該当する工事のうち，特に優秀
なものを交通基盤部長表彰，優秀なものを出先機
関の所長表彰とします。
④　選考方法
【部長表彰】
基準を満足し，特に優秀として事務所選考委
員会が推薦した工事又は技術者の中から，交通
基盤部委員会において選考します。
【所長表彰】
事務所選考委員会において，表彰対象工事の
中から，部門ごとに定められた評定点及び条件
等の基準を満足し，他の模範となる工事又は技
術者を選考します。
⑤　選考基準（主なもの）
・工事成績評定点が，県全体順位の上位 1/10
以内
・工事成績評定の該当項目（各部門ごと）が「満
点」，「ほぼ満点」，「加点されている」等，評
価されていること
・他の模範となる工事，技術者
⑥　表彰実績

平成
25 年度

平成
26 年度

平成
27 年度

平成
28 年度

平成
29 年度

部長表彰
所長表彰

 38
159

 31
147

 36
153

 27
105

 23
101

計 197 178 189 132 124
※平成 29 年度は，対象 1,505 件，部長表彰受賞者の割合 1.5%

⑦　受賞者等の入札等におけるインセンティブ付
与
・建設工事入札参加資格格付け評価での加点
・通常指名選定評価での加点
・総合評価落札方式の評価での加点
・工事成績優良者等入札への参加資格の付与
⑧　表彰式
優良建設工事表彰式（部長表彰）は例年 7〜 8

図－ 1　優マーク（名刺印刷タイプ）
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月に，建設産業界及び行政関係者約 300 名の出席
を得て開催しています。平成 29 年度は優良業務
委託表彰式と同様に，第 1部の表彰式の後，第 2
部技術講習会として，担い手確保と組織内コミュ
ニケーションの事例に関する講演，及び ICT を
活用した優良工事事例発表 2件を行いました。ま
た，部長表彰受賞工事の事例紹介資料を会場内に
掲示するとともに，県ホームページへ掲載しまし
た（写真－ 4）。
なお，優良業務委託表彰式と同様に，県西部，
東部，中部地域の持ち回り開催や，部長表彰受賞
工事の担当技術者等に対する「優シール」の授与
も行っています（写真－ 5，図－ 2）。

⑶　静岡どぼくらぶ
将来にわたる公共工事の品質確保と中長期的な
建設産業の担い手育成・確保を図る観点から，平
成 29 年 4 月に「静岡どぼくらぶ」を立ち上げま
した。
「静岡どぼくらぶ」は，土木の仕事のイメージ
アップを推進するため，さまざまな企業や人が参
加できる情報プラットフォームとなるもので，2
種類の動画や民間 SNS と連携した PR の他，土
木を愛する仲間が共有するロゴマークを使用した
官民連携の取組みとなっています（図－ 3）。
詳細については，本県のホームページをご覧く
ださい。

5.　おわりに

県交通基盤部では，「一緒に，未来の地域づく
り。」を基本理念に，「富国有徳の理想郷“ふじの
くに”づくり」の実現を目指し，良質な社会資本
整備を重点的・戦略的に進めることとしています。
今後も，工事及び委託業務における検査及び表
彰を通じて，高い技術力を持つ受注者を的確かつ
公正に評価・表彰することにより，建設業者及び
建設コンサルタント等の適正な選定と，工事及び
調査・設計の品質確保に努めていきたいと考えて
います。

図－ 3　静岡どぼくらぶロゴマーク

写真－ 4　優良建設工事事例紹介資料の掲示

写真－ 5　優シール（ヘルメット貼付タイプ）

図－ 2　優シール（名刺印刷タイプ）
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